
鳥取県西部地域振興協議会合併問題等勉強会 

 

設立の経過 

平成１３年５月３１日鳥取県西部地域振興協議会において、協議会設置要綱

第２条第１号で規定される「西部地域発展方策の検討」の一環として、合併問

題に関する情報交換と調査研究を行うため、西部地域振興協議会内に合併問題

等勉強会の設立が承認された。 

 

１  名  称    鳥取県西部地域振興協議会合併問題等勉強会 

２  目  的    市町村合併を視野に入れた鳥取県西部地域の将来のあり方につ

いて情報交換と調査研究を行う。 

３  設  置    平成１３年７月５日 

４  構成員    鳥取県西部１４市町村の合併担当課長 

市 町 村 名 構    成    員 

米子市 企画課長        皆尾  雅人 

境港市 秘書課長        山本    修 

西伯町   企画政策課長    秦野  俊美 

会見町   総務課長        米原  俊一 

岸本町   総務課長        岡田  賢治 

日吉津村   総務課長        長谷岡重信 

淀江町   企画調整課長    広戸  俊郎 

大山町   総務課長        田中    豊 

名和町   企画財政課長    後藤    透 

中山町   総務課長        河崎  博光 

日南町   総務課長        田辺  真幸 

日野町   企画振興課長    松本  利秋 

江府町   総務課長        竹内  敏朗 

溝口町   総務課長        佐蔵  絢子 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５  活動の経過 

      第１回勉強会  平成 13 年 ７月 ５日  今後の活動予定を協議 

      第２回勉強会  平成 13 年 ８月 10 日  研究項目及び方法を決定 

      第３回勉強会  平成 13 年 ８月 31 日  人口推計の値を決定 

      第４回勉強会  平成 13 年 10 月 11 日  新市の職員数及び議員数を試算 

      第５回勉強会  平成 13 年 10 月 31 日  合併の効果や不安を協議 

      第６回勉強会  平成 13 年 11 月 16 日  財政推計の値を決定 

      第７回勉強会  平成 13 年 11 月 27 日  報告書案を協議 

      報告書提出    平成 13 年 12 月 14 日  鳥取県西部地域振興協議会へ 
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「市町村の合併の特例に関する法律（合併特例法）」の概要 

昭和40年法律第6号 
１  趣旨（第１条） 

市町村行政の広域化の要請に対処し、自主的な市町村の合併を推進し、あわせて合併市町村の建設に

資することを目的とする。 
２  合併協議会（第３条） 

合併をしようとする市町村は、合併の是非を含め、市町村建設計画の作成やその他合併に関する協議

を行うための協議会を設置する。 
 合併協議会の会長及び委員は、関係市町村の議会の議員、長、その他の職員、学識経験者の中から選

任する。  
３  住民発議制度（第４条、第４条の２） 
 有権者の50分の１以上の者の署名をもって、市町村長に対して、合併協議会の設置の請求を行うこ

とができる。 
 全ての関係市町村で同一内容の請求が行われた場合には、全ての関係市町村長は、合併協議会設置協

議について、議会にその意見を付して付議しなければならない。  
４  市町村建設計画（第５条） 
 合併市町村がハード・ソフト両面の施策を総合的かつ効果的に推進するため、合併市町村、都道府県

が実施する事業等を内容とする計画を作成する。 
 また、合併市町村は、あらかじめ都道府県知事に協議し、議会の議決を経て、計画を変更することが

できる。  
５  市となるべき要件の特例（第５条の２、第５条の３） 
 平成17年3月31日までに、合併する場合に限り、市制施行のための人口に関する要件は、４万以上

とする。 
 なお、市の全域を含む区域をもって平成17年3月31日までに行われる新設合併にあっては、市制施

行のための要件をいずれか備えていない場合でも備えているものとみなす。  
６  地域審議会（第５条の４） 
 合併前の関係市町村の協議により、旧市町村の区域ごとに、合併市町村の長の諮問により審議又は必

要な事項につき意見を述べる審議会（地域審議会）を置くことができる。 
７  議会の議員の定数・在任に関する特例（第６条、第７条） 
（１）新設合併の場合 

     ①  定数特例を活用する場合（設置選挙を実施） 
      合併市町村の議員定数の２倍まで定数増（最初の任期） 
     ② 在任特例を活用する場合 
      合併前の議員が２年までの期間在任が可能 
  （２）編入合併の場合 
     ① 定数特例を活用する場合（増員選挙を実施） 
      増員選挙及び次の一般選挙による議員の任期まで定数増が可能 
     定数増：（編入先の旧定数）×(被編入の旧人口)／(編入先の旧人口) 
     増員選挙による任期：編入先の市町村の議員の残任期間 
     ②  在任特例を活用する場合 
      編入先の議員の任期まで在任が可能 
      さらに次の一般選挙による議員の任期まで定数増が可能 
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８  市町村の議会の議員の退職年金に関する特例（第７条の２） 
 関係市町村の議会の議員のうち、合併がなければ退職年金の在職期間の要件（在職12年以上）を満

たすこととなる者は、当該要件を満たしているとみなす。 
９  農業委員会の委員の任期等に関する特例（第８条） 
 選挙による委員は、一定数以内、一定期間に限り、引き続き在任することができる。 

10  職員の身分の取扱い（第９条） 

 一般職の職員が引き続き職員の身分を保有するようにし、また公正に取り扱わなければならない。  
11  地方税の不均一課税（第10条） 

 合併が行われた日の属する年度及びこれに続く３年度に限り、不均一の課税を行うことができる。 
12  地方交付税の額の算定の特例（第11条） 

 合併が行われた日の属する年度及びこれに続く10年度について、合併前の合算額を下らないように

算定し、その後５年度については段階的に増加額を縮減する。  

 
13  地方債の特例等（第11条の２） 

（１）市町村建設計画に基づく次の事業又は基金の積立てで特に必要と認められるものは、合併が行われ

た日の属する年度及びこれに続く10年度に限り、地方債を充当でき、元利償還金の一部は、基準財政

需要額に算入する。 

 ① 一体性の速やかな確立・均衡のある発展のための公共的施設の整備事業等 

 ② 地域住民の連帯の強化・旧市町村の区域の地域振興等のための基金の積立て 

（２）「市町村建設計画」を達成するための事業に要する経費に充当する地方債について特別の配慮をする。  

14  災害復旧事業費の国庫負担等の特例（第13条） 

 災害等に対する国の財政援助につき、合併市町村が不利益とならないようにする。 
15  都道府県の議会の議員の選挙区に関する特例（第14条） 

 一定期間に限り、従前の選挙区によるか、または合併市町村が従前に属していた郡市の区域を合わせ

て一選挙区を設けることができる。  
16  国、都道府県等の協力等（第16条） 

（１） 国の役割 
   ① 都道府県及び市町村の自主的合併に関する助言、情報の提供等を実施 

② 合併市町村の建設に資するため必要な財政上の措置その他の措置 
（２） 都道府県の責務 
   ① 市町村の自主的合併に関する助言、情報の提供等を実施 
   ② 市町村の求めに応じた市町村相互間の必要な調整 
   ③ 市町村建設計画の達成のための事業の実施その他の必要な措置  
 
17  合併協議会設置の勧告（第16条の２） 

 都道府県知事が公益上必要と認める場合に、関係市町村に対し合併協議会の設置の勧告をする場合に

は、あらかじめ関係市町村の意見を聴くとともに、勧告した場合には、その旨を公表しなければならな

い。              ［参考］過疎地域自立促進特別措置法（過疎法）（平成12年法律第15号） 

                      上の合併特例（平成12年4月1日から平成22年3月31日まで） 
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18  市町村の合併があった場合の特例（過疎法第33条第2項） 

過疎地域の市町村を含む合併があった場合には、合併市町村が過疎地域に該当しない場合であっても、

合併市町村のうち、旧過疎地域のみを過疎地域とみなして、過疎法上の措置をすべて適用する。  
 
 
 

地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律（地方分権一括法） 

における市町村の合併の特例に関する法律（合併特例法）改正の主な内容  

（平成11年７月16日公布・原則として同日施行） 

合併特例法：平成17年３月31日までの時限法 

 

第１  合併協議会の設置の促進 

  住民発議制度の拡充 

   全ての関係市町村で同一内容の直接請求が行われた場合には、各市町村長に対し合併協議会設置協議

について議会への付議を義務付け  

都道府県知事による合併協議会設置の勧告 

   知事が公益上必要と認める場合に関係市町村に合併協議会の設置の勧告をする場合には、関係市町村

の意見を聴き、勧告したことを公表  

第２  財政措置の拡充   合併推進のための財政措置 

普通交付税の算定の特例（合併算定替）の期間の延長 

   合併から10か年度（従来の２倍）は合併しなかった場合の普通交付税を全額保障。その後５年度間で

激変緩和  

合併特例祭の創設 

   市町村建設計画に基づく次の事業で特に必要と認められるものは、10か年度に限り、地方債を充当で

き、元利償還金の一部は、基準財政需要額に算入 

 ① 一体性の速やかな確立・均衡のある発展のための公共的施設の整備事業等 

 ② 地域住民の連帯の強化・旧市町村の区域の地域振興等のための基金の積立て 

第３  旧市町村単位の振興 

地域審議会の設置 

   合併前の関係市町村の協議により、旧市町村の区域ごとに、新市町村長の諮問により審議又は意見を

述べる審議会（地域審議会）を置くことが可能  

第４  合併に消極的となる事項への対応 

議員年金に関する特例 

   合併がなければ議員共済年金の受給資格（在職12年以上）を満たした者に年金受給資格を付与  

市となるべき要件の特例 

   市と市、市と町村の新設合併で要件を備えない場合でも市となることが可能  

第５  国・都道府県の協力等 

国は、都道府県に対し必要な助言、情報提供その他の措置  

国は、合併市町村の建設に資するため必要な財政上の措置その他の措置  

都道府県は、市町村建設計画の達成のための事業の実施その他の必要な措置  

第６  その他 

合併協議会の会長の学識経験者からの選任が可能  

合併後の市町村建設計画の変更手続の法定  

 



おわりに 

 市町村合併は、それ自体が目的ではなく、魅力的な地域づくりのための選択肢

の一つであり、地域の総意に基づいて決定すべきものだと考えられる。 

 そのためには、地域住民に対する行政からの情報提供が不可欠であり、本勉

強会では、住民と一体となって市町村合併について考えていく際の基礎資料を

作成するために、本年７月から約５か月間をかけて調査研究を行ってきた。 

 しかしながら、新市のまちづくりの方向性や個々の施策、合併後の住民負担

や行政サービスの内容等については、合併協議会に委ねる部分が大きく、本勉

強会の研究には限界もあったが、この報告書が鳥取県西部地域の住民の意思決

定の一助となれば幸いである。 
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